
■　景観形成の方針＝土地利用に関する方針（引用）　（H18年度グランドプランより） 

　自然的価値の高い環境を保全して、市民の海岸としての価値を一層高めるため、秩序のある土地利用を図ります。

■　景観形成の方針＝色彩・照明等の景観形成に関する方針（引用）　（H18年度グランドプランより）

　鮮やかな色・極端に明るい色、過剰で派手な照明等を避け、自然環境に調和した穏やかで海辺を感じさせる美しいまち並

みをつくります。

■　全地区共通の基準

屋上：禁止とする。　
壁面：面積２０ｍ2（１壁面５ｍ2）、最高高さ５ｍ以下（２階窓以下）とする。
袖　：面積１７ｍ2以下、最高高さ１０ｍ以下とする。
広告塔：面積５ｍ2以下、最高高さ３ｍ以下とする。
（県屋外広告物条例のうち自然系許可地域基準に順ずる。現在は住居系地域）

■　全地区共通の基準（詳細）＝県屋外広告物条例「自然系許可地域」

■　現在の基準（詳細）＝県屋外広告物条例「住居系許可地域」

周辺自治体に準じた自然環境を尊重したの広告物ルールが必要です。

　相模湾岸の湘南地区には風致地区が指定されており、さらに住居専用系の用途地域となっている場所が多いため、神奈川県

の屋外広告物条例ではもっとも景観に配慮したルールが定められています。本地区についても、周辺自治体のルールに準じた

統一感のある看板景観をつくっていく必要があります。

現状

現状の広告物は小さく、ほとんどが自然系許可地域の基準に収まっている。屋上広告なども現在は無い。

風致地区

１.広告物（看板）-自然環境に配慮した海辺の看板景観-基準（素案） ２．考え方
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